
1A02 英国医療改革に 学ぶコアコンピタンスの 強ィヒ 

0 小林焼筆 ( 広島国際人 ) 

[ 1 ] 問題の所在 

英国医療の近代化は、 1948 年の国家保険サービス (NHS: national health 

service) の設立に始まった。 NHS は、 税金により国民に 無料の医療サービス 

を 提供するという、 わが国とは異なる 社会システムを 実現してきた。 しかしな 

がら、 中央官庁指導型で 綜 予算 枠 制度による医療の 提供は、 次第に硬直し 非効 

率な サービスとなった。 また、 財政縮小の影響で 十分な投資が 行われなかった 

施設・機器は 老朽化し、 官僚化した医療従事者の 態度と相まって、 医療の質の 

低下につながっていた。 

英国の医療は、 一般開業医 (GP: general  厚生省 (DoH) 
自治体政府 

practitioner) によるプライマリーケア と 国家住 (NHS) 検 サービス ㈲ (L.A イ 

NHS トラスト病院 ( 国立病院 ) による専門 
地牡 医務局 (H.A ィ 
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図 1 英国医療改革の 問題点 

ケ 月を超える 「待ち時間」、 老朽化し不潔な 

病院、 重大な医療過誤事件の 発生という諸 

問題を抱え、 根本的な医療改革が 不可欠と 

なっていた。 

[ 2 ] 英国の医療改革 

1997 年に政権 に就いた労働党は、 同年 1 2 月の白書「新しい NHS: 近代的で 

頼りになる」で、 国家の重要課題として 医療改革に取り 組む計画を明らかにし 

た 。 その後現在に 至るまでに発表、 実践した諸政策・ 施策は 

I ) PFI による施設の 更新 ( 一部、 前政権 から引継ぎ ) 

2 ) 地域住民 ( 患者中心 ) の医療ニーズに 即した医療への 回帰 

3 ) 医療サービス 提供の質の改善 

4 ) 医療の質の改善 

標 を 目 にしたものであ り、 クリニカルガバナンスは 、 特に 3 4 ) 項に深くか 
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かわるイニシ ャ ティブであ る。 言い換えれば、 医療サービスを 政府の事業と 考 

えるとき、 医療の質 ( 含 サービスの提供 ) はまさにコアコンピタンスであ り、 

クリニカルガバナンスはその 強化のためのキーコンセプトであ る。 

英国の医療改革は 、 ①病院施設・ 設備への投資と 患者中心の医療実現のため 

の 諸措置 ( 新政策、 施策、 新組織の設立 ) など、 いわばインフラストラクチ ャ 

一の整備と、 ②クリニカルガバナンスの 実践という診療のフロントラインでの 

改革の両輪で、 「医療の質」 を高め、 国民に良質で 安心できる医療提供を 約束 

しょうとするものであ る。 

[ 3 ] PFI による病院施設・ 設備の更新 

老朽化した病院施設の 更新は、 副次的な医療サービスのアウトソーシンバ と 

相俣 って、 PFI による調達が 最も成功した 分野の一つであ る。 厚生省のデータ 

によると、 2004 年 9 月 9 日現在で、 完成し稼動している PFI 病院の数は、 113 

となっている。 この中には、 厚生省直轄の 病院のほかに、 地方自治体などの 管 

理する病院も 含まれている。 また、 これからは法的裏 づけのあ る GP の組織で 

あ る PCT などを対象とする 投資も増加すると 期待されている。 

そのほか医療福祉の PFI/PPP に関する具体的な 内容は拙著など 諸文献を参 

略 していただきたい。 

[ 4 ] 患 、 者 中心の医療への 回帰と医療サービス 提供の改善 

中央官庁指導型で 地域住民の医療ニーズを 反映したサービスを 行っていな 
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[ 5 ] 医療サービス 提供の質の改善 

英国で患者体験の 不満は、 手術までの待ち 時間が最大 18 ケ月 、 専門外来診 

療の待ち時間が 最大 26 週間もあ ったことであ った。 これらの改革にあ たって 

1 ) 国民の健康増進 ( 予防医療、 効果的医療 ) のため、 NSFs (National Service 

Frameworks) といわれる特定重点分野を 指定し、 目標を設定 

2 ) 医療のべンチマークを 提供する最適医療研究所 : NICE (National Institute 

for Clinical Excellence) 、 病院のサービス 提供の状況をモニター・ 評価・監査 

する へ ルスケア委員会 HC(Healthcare Commission) を創設 

3 ) HC 評価に基づく 病院・ PCT の格付けの実施 

4 ) 病院のコーポレートガバナンス 機能を強化し、 CEO の責任を明確化 

などのインフラを 整備した。 

上記の 1 , 2 ) 項は、 医療の core 
6 Finance｀anagement 
8@ Governance 

質を改善す             力 んガ バ テ Standards  l8  Riskmanagementsystem 

シ ス と 密接に関連しているので、 1 Buildings, land,］on ， medical‘quipment 
2@ Catering@and@food@hygi   ne 

3 ) 項を先に説明する。 

NHS は 、               ・ PCT が医療 組 Other 9 Health‖nd《afety 
10@Human@resources 

織 であ るということを 強く意識 Standards  llIn 良 ctio Ⅱ control 

して、 職員の行動規範を 定め、 
12@Informaton@management@and@techno Ⅰ   gy 

13@Managing@purchasing@and@supply 

組織の長であ る CEO  に保障請 
21 Ⅵ『 astemanagement 

負 基 準 (Controls  Assurance 
133 Controls、ssuranceヾtandards・ 

S  tan  d  ard  s) を示     その遵守と 

内部監査による 報告書 (Assurance statement) への署名・提出を 求めている。 

図 3 から明らかなよさに、 CEO は、 組織の運営、 財務、 資材の調達、 人事、 

職員の健康と 安全、 院内感染防止、 リスク管理などの 責任を負っている。 

[ 6 ] クリニカルガバナンスと 医療の質 

先進国においては、 国家が国民に 対し医療サービス 提供の責任を 負っている。 

したがって各国を 見比べたとき、 質が高く、 効果的で安全な 医療がコアコンピ 

タンスであ ると言える。 医療のフロントラインに 対するクリニカルガバナンス 

の 仕組みと推進は 以下のようになる。 

1 ) 根拠のあ る医療の実践、 モニター、 監査、 監査結果による 改善 

2 ) 学習する文化の 定着 ( 専門技量のアップデイト、 情報の共有 ) 

3 ) 意思決定への 患者参画 ( 患者中心の医療、 地域ニーズの 反映 ) 

これらを、 まとめて図 4 に示す。 
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適 医療研究所 (NICE) などから提示され、 へ 耳ら 0% ・ 窩サ 示 

ルスケア委員会が 実践の状況のモニター・   

監査・評価を 担当していることを 示してい 
PCT/GP 

る 。 一方、 病院・ PCT などには、 具体的な 

  
  

構築、 学習する文化の 醸成などが要求され 

ている。 CEO は、 毎年クリニカル ガバ ナン 
鸞 "                 

スの 状況を内部監査し 厚生省とアニュアル 図 4 クリニカルガバナンスの 仕組み 

レポート ヘ 報告する義務を 負わされている。 

なお、 クリニカルガバナンスの 普及とフロントラインにおける 実践の支援の 

ために、 近代化独立法人 (modernization agency) が設立され、 特に現場の直 

接 支援のためにクリニカルガバンス 支援チームという 約 130 人あ まりの組織 

が 創設されている。 

[ 7 ] おわりに 

医療サービスのコアコンピタンスは、 「医療の質」であ り、 その向上のため 

に 展開されている 英国の医療改革の 状況を報告した。 この方法が、 わが国の医 

療 サービスに直接適用されるとは 考えにくいが、 目標設定と評価、 チェック ア 

ンドバランス 組織、 現場での学習する 文化などは、 今後大いに参考になる。 
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